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遠
山
隆
淑
著

『「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
の
政
治
学
｜
｜
Ｗ
・
バ

ジ
ョ
ッ
ト
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
代
議
政
治
｜
｜
』

風
行
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
八
四
＋
vii
頁
）

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
（W

a
lter B

a
g
eh
o
t,

一
八
二
六
｜
七

七
年
）
は
、『
イ
ギ
リ
ス
国
制
論
（T

h
e E

n
glish C

on
stitu

tion

）』（
一

八
六
五
｜
七
年
、
以
下
『
国
制
論
』）
の
著
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、

従
来
の
先
行
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
『
国
制
論
』
に
関
心
を
集
中
さ

せ
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は「
同
書
に
お
い
て
、『
尊
厳
的
部
分（th

e d
ig
n
ified

 
p
a
rts

）』の
議
論
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
衆
民
主
主
義
体
制
下
に

お
け
る
政
治
的
服
従
の
獲
得
お
よ
び
政
治
指
導
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ

思
想
家
」（
一
二
頁
）と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
書

は
、『
国
制
論
』以
外
の
浩
瀚
な
著
作
群
を
検
討
対
象
に
加
え
、
そ
れ
ら

を
選
挙
法
改
正
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で
展
開
さ
れ
た
政
治
的
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
論
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
バ

ジ
ョ
ッ
ト
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
以
下
、
各
章
ご
と
に
本
書
の
概
要

を
紹
介
す
る
。

第
一
章
「
国
民
性
と
政
治
」
で
は
、
ま
ず
、
代
議
政
治
を
可
能
と
す

る
国
民
の
「
性
格
（ch

a
ra
cter

）」
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
が
検

討
さ
れ
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
名
誉
革
命
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
で

は
、
代
議
政
治
を
通
じ
た
「
自
由
な
統
治
」
が
概
ね
成
功
を
収
め
て
い

た
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
彼
が
「
ウ
ィ
ッ
ギ
ズ
ム
（w

h
ig
-

g
ism

）」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
性
格
」
を
有
し
た
人
々
が
、
常
に
政
治
支

配
者
層
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
ウ
ィ
ッ
ギ
ズ

ム
」と
は
、
ウ
ィ
ッ
グ
の
党
派
的
信
条
の
こ
と
で
は
な
く
、「
精
神
の『
均

衡
』
を
備
え
な
が
ら
、
な
お
か
つ
イ
ギ
リ
ス
政
治
社
会
を
改
善
し
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」（
二
九
頁
）
資
質
を
意
味
し
て
い
る
。

第
二
章
「
政
治
支
配
者
層
の
再
編
」
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
中

葉
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
政
治
支
配
者
層
に
つ
い
て
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト

の
主
張
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
従
来
の

政
治
支
配
者
層
で
あ
っ
た
地
主
階
級
に
加
え
て
、
新
興
の
上
層
中
流
階

級
が
参
入
す
る
方
向
で
の
政
治
支
配
者
層
の
再
編
を
主
張
し
た
。
こ
の

上
層
中
流
階
級
は
、
従
来
の
政
治
支
配
者
層
が
有
し
て
い
た
土
地
財
産

と
古
典
的
教
養
を
欠
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、「
ビ

ジ
ネ
ス
財
産
（b

u
sin
ess p

ro
p
erty

）」
と
「
ビ
ジ
ネ
ス
教
養
（b

u
sin
ess

 
cu
ltu
re

）」を
備
え
て
い
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
上
層
中
流

階
級
と
「
ビ
ジ
ネ
ス
教
養
」
を
身
に
つ
け
た
一
部
の
地
主
階
級
を
「
ビ

ジ
ネ
ス
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
（b

u
sin
ess-g

en
tlem

a
n

）」
と
呼
び
、
彼

ら
を
新
し
い
時
代
に
適
合
し
た
政
治
支
配
者
層
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

な
ぜ
な
ら
、「『
ビ
ジ
ネ
ス
教
養
』
は
、『
ウ
ィ
ッ
ギ
ズ
ム
』
と
い
う
性
格

を
有
し
て
い
る
人
々
に
こ
そ
保
持
が
認
め
ら
れ
る
も
の
」（
九
六
頁
）だ
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か
ら
で
あ
る
。

第
三
章
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
政
治
」
で
は
、「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ジ
ェ
ン

ト
ル
マ
ン
」
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
政
治
運
営
の
具
体
的
な
あ
り
方
に

関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
が
検
討
さ
れ
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
時
代
中
葉
に
お
い
て
政
府
の
扱
う
業
務
量
は
激
増
し
た
た

め
、
政
治
家
に
は
膨
大
な
「
細
目
事
項
（d

eta
il

）」
に
責
任
感
を
持
っ

て
取
り
組
む
「
真
摯
さ
（ea

rn
est

）」
が
要
求
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
ま

た
、
安
定
的
時
代
に
は
調
停
型
の
管
理
運
営
者
、
改
革
の
時
代
に
は
統

率
型
の
管
理
運
営
者
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
時
代
状
況
に
応
じ
た
政
治

的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
が
展
開
さ
れ
る
。

第
四
章
「
信
従
心
の
国
制
｜
イ
ギ
リ
ス
国
制
と
下
層
労
働
者
階
級
」

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
基
づ
い
て
、『
国
制
論
』に
込
め
ら
れ
た
バ

ジ
ョ
ッ
ト
の
政
治
的
意
図
が
解
明
さ
れ
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
無
知
蒙

昧
で
政
治
的
能
力
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
る
下
層
労
働
者
階
級
に
選
挙

権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
反
対
し
、
君
主
を
中
心
と
す
る
「
尊
厳
的
部

分
」
に
対
す
る
彼
ら
の
信
従
心
を
利
用
し
て
彼
ら
を
統
御
す
る
こ
と
を

提
案
し
た
。
そ
し
て
、『
国
制
論
』に
お
け
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
こ
う
し
た

提
案
は
、
下
層
労
働
者
階
級
か
ら
の
自
発
的
な
服
従
を
期
待
で
き
な
い

「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
政
治
支
配

者
教
育
論
で
あ
る
と
本
書
は
主
張
す
る
。

第
五
章
「『
真
の
世
論
』
と
政
治
の
目
的
」
で
は
、「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
」
に
よ
る
政
治
が
準
拠
す
べ
き
「
真
の
世
論
」
に
つ
い
て

の
検
討
を
通
じ
て
、バ
ジ
ョ
ッ
ト
政
治
学
の
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

「
真
の
世
論
」
と
は
、
様
々
な
意
見
の
調
整
過
程
を
経
て
、
政
治
支
配

者
層
が
つ
く
り
出
す
見
解
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、「
穏
健
な

政
治
家
た
ち
に
共
有
さ
れ
る
『
性
格
』
と
し
て
の
『
ウ
ィ
ッ
ギ
ズ
ム
』

の
具
体
的
発
現
」（
二
〇
頁
）に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ジ
ョ
ッ

ト
が
提
唱
し
た
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
政
治
」
と
は
、「
有
権
者
個
々
人

の
多
様
な
要
求
を
集
約
し
た
結
論
と
し
て
政
治
的
運
営
方
針
が
決
定
さ

れ
る
よ
う
な
、
大
衆
民
主
主
義
時
代
の
管
理
運
営
ビ
ジ
ネ
ス
の
こ
と
で

は
な
」く
、「
名
望
家
支
配
の
政
治
像
を
基
調
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
国

家
的
成
功
の
要
諦
を
引
証
基
準
に
す
え
な
が
ら
、
現
実
の
具
体
的
政
策

を
導
き
出
し
て
い
く
方
法
を
探
り
出
す
こ
と
を
め
ざ
し
た
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
政
治
学
で
あ
っ
た
」（
二
五
二
頁
）、
と
結
論
さ
れ
る
。

本
書
は
、『
国
制
論
』を
含
め
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
時
局
的
な
論
説
の
集

積
の
中
か
ら
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
政
治
学
の
統
一
的
な
解
釈
を
導
き
出
す
と

い
う
困
難
な
企
図
に
挑
戦
し
、
大
き
な
成
功
を
収
め
て
い
る
。
そ
れ
を

可
能
に
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
本
書
が
、
選
挙
法
改
正
を
め
ぐ
っ

て
提
議
さ
れ
た
政
治
支
配
者
層
の
再
編
問
題
と
い
う
論
点
に
着
目
し
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
著
者
が
「
は
じ
め
に
」

で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に

誰
が
、
あ
る
い
は
ど
の
階
級
が
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
か
と
い
う
問
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題
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
の
持
つ
べ
き
資
質
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
あ

り
方
、有
権
者
層
と
の
関
係
と
い
っ
た
諸
問
題
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
、

最
終
的
に
は
、
そ
の
思
想
家
が
持
っ
て
い
る
「
あ
る
べ
き
政
治
社
会
の

全
体
構
想
あ
る
い
は
思
想
家
の
政
治
思
想
総
体
」（
九
頁
）を
問
う
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
有
機
的
な

問
い
の
つ
な
が
り
は
、
我
々
自
身
の
政
治
社
会
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
省

察
へ
と
読
者
を
導
く
で
あ
ろ
う
。

（
朝
倉
拓
郎
）

バ
ー
ナ
ー
ド
・
ク
リ
ッ
ク
著
、
関
口
正
司
監
訳
、
大
河
原
伸
夫
、
岡
﨑

晴
輝
、
施
光
恒
、
竹
島
博
之
、
大
賀
哲
訳

『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
論
｜
｜
政
治
哲
学
と
市
民
｜
｜
』

（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
、
ix
＋
三
一
七
頁
）

B
ern

a
rd C

rick
,
E
ssays on C

itizen
sh
ip
,
C
o
n
tin
u
u
m
,
L
o
n
d
o
n
,
2000.

本
書
の
著
者
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ク
リ
ッ
ク
（
一
九
二
九
｜
二
〇
〇
八
）

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
著
名
な
政
治
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
労
働
党
の
ブ

レ
ア
政
権
期
に
お
い
て
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
に
関
す
る
諮
問
委

員
会
の
委
員
長
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。（
こ
の
委

員
会
の
答
申
は
、『
一
九
九
八
年
報
告
』（
ク
リ
ッ
ク
・
レ
ポ
ー
ト
）
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。）こ
の
よ
う
な
彼
の
活
動
は
、二
〇
〇
二
年
に「
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
科
目
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
義
務
教
育
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
導
入
さ
れ
る
と
い
う
形
で
結
実
し
た
。

本
書
は
、
政
治
教
育
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
に
関
し
て
ク
リ
ッ

ク
が
発
表
し
て
き
た
新
旧
の
エ
ッ
セ
イ
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
本
書
の
こ
の
よ
う
な
性
格
上
、
各
エ
ッ
セ
イ
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

主
題
と
文
脈
を
持
ち
つ
つ
、
著
者
の
一
貫
し
た
主
張
が
重
複
し
て
登
場

す
る
箇
所
も
多
い
。
以
下
で
は
、
本
書
に
含
ま
れ
る
主
要
な
内
容
を
、

大
き
く
三
つ
に
分
け
て
概
観
す
る
。

第
一
の
内
容
は
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
が
前
提
と
す
る
政
治
観

と
市
民
像
に
関
す
る
著
者
の
主
張
で
あ
る
。著
者
が
考
え
る
政
治
と
は
、

「
相
異
な
る
利
益
の
創
造
的
調
停
」（
五
八
頁
）で
あ
り
、
こ
こ
で
の
利

益
と
は
、
物
質
的
な
も
の
も
精
神
的
な
も
の
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
市
民

と
は
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
遂
行
す
る
た
め
の
政
治
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身

に
つ
け
た
能
動
的
市
民
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
観
、
市
民
像
は
、

著
者
の
考
え
る
「
政
治
的
伝
統
」
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
自﹅
由﹅
な﹅
市﹅
民﹅
ど﹅
う﹅
し﹅
の﹅
公﹅
開﹅
の﹅
議﹅
論﹅
で﹅
、
紛﹅
争﹅
を﹅
解﹅
決﹅
し﹅
政﹅
策﹅
を﹅
決﹅

定﹅
す﹅
る﹅
活﹅
動﹅
」（
二
七
五
頁
、
傍
点
原
著
）を
意
味
し
て
い
る
。
著
者
に

よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
伝
統
は
、
世
界
に
と
っ
て
「
最
善
の
希

望
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
我
々
の
文
明
を
破
壊
し
か
ね
な
い
長
期
的
問

題
が
次
々
と
蓄
積
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
「
最
後
の
希
望
」
で
も

あ
る
（
二
七
六
頁
）。
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